
志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金交付要綱 

 

 (趣旨) 

第1条 この要綱は、三重県中小企業・小規模企業振興条例(平成26年三重県

条例第5号)第16条及び三重県中小企業・小規模企業振興条例施行規則(平

成26年三重県規則第38号)に定める三重県版経営向上計画(以下「経営向上

計画」という。)に基づき、事業者が課題解決に向けて行う取り組みを支

援することにより、本市の中小企業・小規模企業の成長と経済の活性化を

図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、志摩市補助金等

交付規則(平成16年志摩市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(補助対象者) 

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者と

する。 

(1) 市内に主たる事業所のある中小企業・小規模企業者であること。  

(2) 経営向上計画の発展段階のうちステップ2(経営課題の解決に向け具

体的に取り込もうとする計画。以下同じ。)以上の認定を受けた事業者

であること。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

(補助対象事業) 

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)

は、経営向上計画の発展段階のうちステップ2以上の認定を受けた事業所

が、経営向上計画に基づきその年度内に実施する事業とし、以下のいずれ

かに該当するものとする。 

(1)通常事業 経営向上につながる計画に係る事業をいう。ただし、DX推

進事業を除くものとする。 

 (2)DX推進事業 デジタル化による業務効率化・生産性向上等の付加価値



の創出につながる計画に係る事業をいう。 

2 補助の対象は、前項各号のいずれかとする。 

3 市又は市以外の他の補助金を受けている経営向上計画については、対象

外とする。 

(補助対象経費) 

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)

は、別表1及び別表2のとおりとする。 

(補助金の額等) 

第5条 補助金の額は、別表3のとおりとする。 

2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

3 同一年度における補助金の交付回数は、1事業者につき1回とする。 

(交付申請) 

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」とい

う。)は、志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金交付申請書(様式第

1号)に、次に掲げる書類を添付し、補助対象事業の実施前に市長に提出し

なければならない。 

(1) 経営向上計画認定書の写し 

(2) 経営向上計画の内容が分かる書類の写し 

(3) 経営向上計画実施予算書(様式第2号) 

(4) 市税に滞納がないことの証明書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

2 この要綱による補助金の交付は、同一計画について、同一補助対象者に

つき1回限りとする。ただし、計画を変更した場合については、新たな計

画として取り扱うものとする。 

(交付決定) 

第7条 市長は、前条の規定により申請書等の提出があったときは、その内



容を審査し、当該申請者に対して、規則第6条の規定により通知するもの

とする。 

(事業の変更の承認申請) 

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助金

交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき又は補助対

象事業を廃止しようとするときは、規則第7条の規定により市長に提出し

なければならない。 

(実績報告) 

第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業の完了した日から起算して30日

以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、志摩市三重県版経

営向上計画実施支援補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を

添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 経営向上計画成果報告書(様式第4号) 

(2) 経営向上計画実施決算書(様式第5号) 

(3) 対象経費の支払を証明する書類 

(4) 事業の実施が確認できる書類（写真等） 

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

(補助金額の確定) 

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査

し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めると

きは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第10条の規定により補助金

交付決定者に通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受け

た者に対し、規則第13条の規定によりその補助金の全部又は一部の返還

を命じることができる。 

(関係書類の整備) 



第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る関係書類を整備

して、当該補助対象事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算

して5年間保管しなければならない。 

(その他) 

第13条 この基準に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。 

(令和2年4月24日から令和3年3月31日までの間の特例) 

2 令和2年4月24日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による補助

金の交付の対象者であって、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定す

る新型コロナウイルス感染症をいう。)による消費の落込み等の影響によ

り、直近1箇月(第6条の規定により補助金の交付を申請する日の属する月

(以下「申請月」という。)の前月)の売上高が前年同月比10パーセント以

上減少し、又は申請月以降の売上高が前年同月比10パーセント以上減少

することが見込まれる場合は、第5条の規定にかかわらず、同条中「2分

の1」とあるのは「4分の3」とし、「15万」とあるのは「30万」とする。

この場合において、補助金の交付を受けるには、第6条各号に掲げる書類

のほか、売上実績が分かる書類を提出しなければならない。 

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の特例) 

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間､第5条の規定にかかわらず､

同条中｢2分の1｣とあるのは｢4分の3｣とし､｢15万円｣とあるのは｢30万円｣と

する｡ 

附 則(令和2年3月30日告示第73号) 

この告示は、令和2年4月1日から施行する。 



附 則(令和2年4月24日告示第104号) 

 この告示は、令和2年4月24日から施行する。 

    附 則(令和3年3月31日告示第62号) 

 この告示の規定は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則

に2項を加える改正規定(附則第3項に係る部分を除く｡)及び第2条の規定

は、公表の日から施行し、令和2年4月24日から適用する。 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この告示は、令和5年5月8日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この告示の施行の日前に認定を受けた機械装置等費及び新型コロナウイルス

感染症予防対策費に対する補助については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 

別表1(第4条関係) 

対象事業種別 補助対象経費 

 

通常事業 

1 機械装置等購入費 

補助対象事業の実施に必要な機械装置等の購入に

要する経費 

※下記経費を除く。 

・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例：パソ

コン・プリンタ、自動車等車両、電話機、空気清

浄機等)の購入費 

・有償レンタル、リース及び貸与を目的とした用途

になり得るものの購入費 

・中古市場においてその価格設定の適正性が明確



でない中古品の購入費 

2 広報費 

ホームページ、パンフレット・チラシ等の作成、

及び広報媒体等を活用するために支払われる経費(ホ

ームページ、パンフレット等の作成費、新聞折込

料、新聞・雑誌等への広告掲載料、パンフレット等

印刷費、販売促進に係る物品費、ダイレクトメール

の郵送料等) 

※下記経費を除く。 

・切手の購入を目的とする費用 

・本補助事業と関係の無い活動に係る広報費 

3 開発費 

新商品の試作品や包装パッケージ等の試作開発に

ともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加

工のために支払われる経費 

※下記経費を除く。 

・消耗品(短期間又は一度の使用によって消費される

もの、毀損しやすいもの、長期間の保存に耐えら

れないもの等) 

・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必

要なものと特定できない物(例：パソコン、カメラ

等、他の目的に使用できるもの。) 

・ソフトウェアの購入費、ライセンス費用 

4 マーケティング調査費 

市場調査費、市場調査に要する郵送料等の実費 

調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の

費用 



※下記経費を除く。 

・切手の購入が目的である費用 

・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 

5 店舗等改修費及び機械装置等設置費工事費 

 市内に主たる事業所を有する事業者の店舗等の改

装・バリアフリー化工事等に要する経費(ただし、施

工業者は市内に主たる事業所を有する事業者に限

る。)及び本補助事業の遂行に必要な機械装置等の設

置に要する経費 

※ 下記経費を除く 

・住宅兼店舗の改装工事における住宅部分に係る経

費 

・旧店舗、新店舗の解体及び建設工事に係る経費 

・有償レンタル、リース及び貸与を目的としたスペ

ースの改装に係る経費 

・不動産の購入 

 

 

別表2 

対象事業種別 補助対象経費 

DX推進事業 

 

1 ソフトウェア導入費 

・DX化を進めるための専用ソフトウェア等の購入、

導入に係る経費（ライセンス利用料含む） 

・セキュリティ対策に係るソフトウェアの購入、導

入に係る経費（ウィルス対策ソフトウェア含む） 

・その他生産性向上に資するクラウドソフトウェア

及びパッケージソフト導入費等 



2 システム構築費 

・DX化を進めるための情報システム等の構築、開発

に係る経費 

・その他生産性向上に資するシステム構築費等 

3 導入関連経費 

・専用ソフトウェア及びシステム構築に付随して使

用する機器等の経費 

・ＤＸ化を進めるための専門家へ支払う費用や研修

に要する経費 

上記に関わらず以下の経費は対象外とする。 

・電話代、インターネット利用料金等の通信費 

・インフラ設備（Wi-Fiの設置含む）などの工事費 

・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例：パ 

ソコン、プリンタ、タブレット等)の購入費 

・ホームページや動画の作成等、業務効率化や生産

性向上に直接的に関係しない経費 

・既に導入している機材やソフトウェアの延長契約

に係る経費や同一機材等（バージョン違い含む）

への入替に係る経費 

・単なるインボイス対応やキャッシュレス決済等の

導入（業務効率化・生産性向上などの付加価値の

創出ができる場合は対象とする） 

 

別表3 

種別 補助率 上限額 

通常事業（別表1） 補助対象経費の2分の1 15万円 

DX推進事業（別表2） 補助対象経費の3分の2 50万円 

 


